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はじめに 

 
審判手続は、世界中の特許制度において極めて重要な構成要素であ

り、世界のユーザーにとって普遍的な関心事です。本ユーザーガイドは、

IP5 の各審判部から提供された情報及び資料に基づき、IP5 におけ

る審判手続の基本的手続及び実務をまとめたものです。これにより、

世界のユーザーが IP5 各庁の関連手続を体系的に理解・活用し、特許

紛争への対応・処理能力を高め、国際的な経済貿易交流及び協力を促

進し、世界の科学技術革新及び経済成長を推進することを目的としま

す。 

本ユーザーガイドでは、IP5 審判部の組織情報、請求提出プロセス、特

許文書の訂正（補正）についての規則、ユーザーフレンドリーな政策、

及び一般的に利用される情報・リソースなどの情報を具体的に扱って

います。なお、ユーザーガイド自体の目的は、ユーザーに、より明確な

審判についての概説を提供することであり、法的規定と実務経験との

相乗効果を追求するものではありません。具体的出願の最終的判断は、

各庁の法的規定によって決定されます。 

本ユーザーガイド又はその一部を、個人利用、研究、又は教育目的で複

製、配布、又は普及させることは自由です。ただし、出典を明記し、か

つ無償での利用に限ります。事前の許可なく商業目的で利用すること

は禁止されています。 
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欧州特許庁審判部における審判手続 

 

1. 組織情報 

1.1 審判当局の名称 

欧州特許庁(EPO)審判部(BoA) 

1.2 ウェブサイトリンク及び公的連絡先 

https://www.epo.org/appeals 

 

2. 審判部の審判手続の概要（欧州特許条約(EPC)第 21 条及び第 106 条

を参照） 

欧州特許庁(EPO)ホームページ「審判手続に関するよくある質問」を参照。 

審判は、受理課、審査部、異議部及び法律部の決定に対して請求することが

できる。審理終了の最終決定又は中間決定に対して、当該決定が別個の審判

を認める場合に限り審判を請求できる。 

審判手続の機能は、行政決定の正当性に対する司法審査を提供することで

ある（三権分立の原則に基づき、欧州特許条約(EPC)に基づく手続において、

審判部（BoA）は第一審かつ最終審の司法機関として機能する）。審判手続は、

行政（第一審）審理から完全に分離・独立している。審判部の決定は最終的な

ものである。 

2.1 主要な手続要素 

2.1.1 最小請求単位：単一クレーム対特許権全体 

参考： 

「欧州特許庁審決の動向 

https://www.epo.org/appeals
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V.審判部における審理 

A. 審判手続 

2. 審判請求及び受理可能性 

2.2. 審判請求可能な決定」 

https://www.epo.org/en/legal/case-

law/2025/clr_v_a_2_2.html 

2.1.2 請求人適格： 請求書提出の条件 

欧州特許条約(EPC)第 107 条に基づき、決定によって不利な影響を受けた

手続に関与した者は、審判を請求することができる。第一審の他の当事者は、

当然に審判手続の当事者となる。 

2.1.3 期間：提出期間（及び延長の可能性） 

欧州特許条約(EPC)第 108 条及び、審判部手続規則(RPBA)第 12 条

(1)(a)及び(b)に基づき、審判請求書は、第一審である部門の決定の通知か

ら 2 月以内に提出しなければならない。審判請求は、審判請求手数料が納付

されるまでは、されたものとみなされない。当該決定の通知の日から 4 月以

内に、EPC 施行規則に従い審判請求の理由を記載した審判請求理由書を提

出しなければならない。 

審判手続の当事者が複数いる異議申立事件においては、他の当事者による

答弁書は、審判請求理由の通知から 4 月以内に提出しなければならない

（RPBA 第 12 条第 1 項(c)）。 

 

2.1.4 公式手数料 

審判請求手数料の額は、手数料に関する規則に定められている。 
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2.1.5 審理範囲：審理対象事項及び基本的な請求理由 

審判手続の主たる目的が、審判対象の決定を司法的にレビューすることであ

ることを考慮すると、当事者の審判請求は、当該審判対象の決定の根拠とな

った請求、事実、反論、主張及び証拠に向けられなければならない（RPBA第

12 条第 2 項参照）。 

 

2.2 補正規則 

RPBA 第 12 条第 4 項及び第 6 項、第 13 条第 1 項並びに第 13 条第 2

項に定める三段階の集中アプローチが適用される。 

 

RPBA 第 12 条第 4 項： 

当事者の審判請求のいかなる部分も、第 12 条第 2 項の要件を満たさない

場合、当該部分が審判対象の決定に至る審理において適法に主張され維持

されたことを当事者が立証しない限り、補正とみなされる。かかる補正は、

合議体の裁量に限り認められる。 

当事者は、各補正を明確に特定し、審判手続においてこれを提出する理由を

記載しなければならない。特許出願又は特許の補正の場合には、当事者は、

出願時の出願書類における補正の根拠を示すとともに、当該補正が反論を

克服する理由を記載しなければならない。 

合議体は、とりわけ、補正の複雑性、審判対象の決定に至る問題に対処する

補正の適切性、手続経済の必要性などを考慮して、その裁量権を行使するも

のとする。 

 

RPBA 規則第 12 条第 6 項： 
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合議体は、審判対象の決定に至る手続において認められなかった請求、事実、

反論又は証拠を、これらを認めなった決定に裁量権の行使において誤りがあ

った場合、又は審判事件の事情がその認容を正当化する場合を除き、認めな

いものとする。 

合議体は、審判対象の決定に至る手続において提出されるべきであった、又

は維持されなくなった請求、事実、反論又は証拠を、審判事件の事情がその

認容を正当化する場合を除き、認めないものとする。 

 

RPBA 規則第 13 条第 1 項： 

当事者が審判請求理由書又は答弁書を提出した後の審判事件の補正は、当

該補正の正当性を当事者が説明することを条件とし、合議体が裁量により認

める場合に限り認められる。 

第 12 条第 4 項から第 6 項までの規定は、当該手続に準用する。 

当事者は、審判手続のこの段階で補正を提出する理由を提示しなければな

らない。 

合議体は、特に以下の事項を考慮してその裁量権を行使するものとする：審

理の現状、 他の当事者が審判手続において適法に提起した問題、又は合議

体が提起した問題を解決するのに補正が適しているか否か、補正が手続経

済に反するか否か、また特許出願又は特許の補正の場合、当該補正が、他の

当事者が審判手続において提起した問題又は審判部が提起した問題を、一

見して克服し、かつ新たな反論を生じさせないことを当事者が立証したか否

か。 

 

RPBA 規則第 13 条第 2 項： 
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EPC 第 100 条第 2 項に基づく通知において合議体が指定した期間の満了

後、又はかかる通知がなされない場合には第 15 条第 1 項に基づく通知の

後に行われた当事者の審判事件に対する補正は、原則、考慮されない。ただ

し、当該当事者により説得力のある理由をもって正当化された特段の事情が

あるときは、この限りでない。 

 

2.3 審理の方式 

書面審理又は口頭審理： 

EPC 第 116 条及び EPC 施行規則第 115 条の適用において、審判部は、

口頭審理が適切であると認める場合、又は当事者のいずれかから請求があ

った場合には、口頭審理を実施するものとする。 

RPBA 第 15 条第 1 項に基づき、審判部は、口頭審理を実施する場合には、

少なくとも 4 月前には期日の呼出しを行うよう努めなければならない。 

 

RPBA 第 15 条 a(1)に基づき、合議体は、当事者の申立により又は職権で、

適切と認める場合には、EPC 第 116 条に従い、テレビ会議システムによる

口頭審理の実施を決定することができる。 

審判部における口頭審理に関する詳細情報は、審判部のウェブサイトでご覧

いただけます。 

https://www.epo.org/en/case-law-appeals/oral-

proceedings 

1) 口頭審理に関する情報 

口頭審理は、口頭審理日程表に記載されている。 

2) 遠隔参加の可否 

https://www.epo.org/en/case-law-appeals/oral-proceedings
https://www.epo.org/en/case-law-appeals/oral-proceedings
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可能。 

2.4 審判の終了又は取下げ及び権利回復 

2.4.1 終了 

審判手続の終了に関する判例を参照。 

(Case Law Book, V.A.7.) 

https://www.epo.org/en/legal/case-law/2025/clr_v_a_7.html 

2.4.2 審判の取下げ 

EPC の下では、特許出願、異議申立又は審判の取り下げが可能である。一部

取り下げに関しては J 19/82 を参照。 

2.4.3 権利回復 

権利の回復は、EPC 第 122 条に規定されている。 

2.5 審決の種類：想定される審決（例：拒絶査定の維持、中止、又はみなし取

り下げ、特許無効の宣言） 

査定系事件が実体審理による決定で処分された場合、以下の結果が生じ得

る： 

1) 請求却下； 

2) 事件を審査部に差し戻し、さらなる審理及び決定を行う； 

3) 特許付与。 

 

当事者系事件が実体審理による決定で処分された場合、以下の結果が生じ

得る： 

1) 請求却下； 

2) 事件を異議部に差し戻し、さらなる審理及び決定を行う； 

3) 補正後の特許維持； 

https://www.epo.org/en/legal/case-law/2025/clr_v_a_7.html
https://www.epo.org/en/legal/case-law/2025/clr_v_a_7.html
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4) 付与時の特許維持； 

5) 特許取消。 

詳細な統計情報は、審判部の年次報告書で確認できる。 

 

2.6 無効の法的効果：遡及効（「権利は初めから存在しなかったものとみな

される」）、又は将来効 

EPC 第 68 条 

欧州特許の取消又は限定の効果 

欧州特許出願及びこれに基づく欧州特許は、異議申立手続、限定手続又は取

消手続において特許が取り消され又は限定された範囲については、EPC 第

64 条及び第 67 条に規定する効果を当初から有していなかったものとみな

される。 

 

2.7 外国出願人：出願人適格及び特別要件 

外国人出願人に制限なし。EU 域内に居住していない場合は、EPO 認定の専

門家による代理が必要。 

EPC 第 133 条第 2 項 

 

3. 請求提出プロセス 

3.1 提出チャネル：電子システムと紙ベースのシステム 

電子方式（EPO オンライン出願）又は書面（郵送）。 

 

3.2 オンライン・ポータル：電子出願プラットフォームへのリンク 

EPO オンライン出願 
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https://www.epo.org/applying/online-services.html 

 

3.3 必要な書類：標準材料 

EPC 第 108 条に基づき、審判請求書は、欧州特許条約施行規則に従い、決

定の通知の日から 2 月以内に欧州特許庁に提出しなければならない。審判

請求は、審判請求手数料が納付されるまでは、されたものとみなされない。

当該決定の通知の日から 4 月以内に、EPC 施行規則に従い、審判請求の理

由を記載した審判請求理由書を提出しなければならない。 

 

4. 追加リソース 

⚫ 欧州特許庁審決の動向 第 11 版」（最新版） 

https://www.epo.org/en/legal/case-law 

⚫ 審判部年次報告書 

https://www.epo.org/en/case-law-appeals/annual-reports 

  

https://www.epo.org/applying/online-services.html
https://www.epo.org/en/legal/case-law
https://www.epo.org/en/case-law-appeals/annual-reports
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日本特許庁(JPO)審判部(TAD)における 

特許審判手続 

 

1. 組織情報 

1.1 審判当局の名称 

日本特許庁(JPO)審判部(TAD) 

1.2 ウェブサイトリンク及び公的連絡先 

電話番号: +81-3-3581-1101   Ext.3613 

E-mail: PA6B00@jpo.go.jp 

 

2. 基本的な手続 

2.1 拒絶査定不服審判 

2.1.1 主要な手続要素 

(1) 請求人適格 

審判請求人は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者（承継人を含む）である。特

許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、

共有者の全員が共同して請求しなければならない。 

(2) 期間： 提出期間（及び延長の可能性） 

特許法第 121 条第 1 項： 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に

不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から三月以内に拒絶

査定不服審判を請求することができる。 

第 2 項： 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができな

い理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないとき
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は、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から 14 日（在外者に

あっては、2 月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることが

できる。 

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権

で特許法第 4 条に規定する期間を延長することができるが、特許出願の拒

絶査定不服審判についての期間（特許法第 121 条）を除き、原則として延長

はしない。 

 

※Q&A 

Q： 審判請求期間を延長することはできますか。 

A: 延長請求は認められません。ただし、特許の拒絶査定不服審判（特 

許権の存続期間の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判は除く。）の請求期

間については、出願人が在外者であるときは、職権により「１月」の期間延長

をしますので、拒絶査定謄本送達日から「４月」が審判請求期間となります。

職権による延長ですので、期間延長請求書等の提出は不要です。 

(3) 手数料：49,500 円＋（請求項の数×5,500 円） 

(4) 審理範囲： 審理対象及び共通の請求理由 

審判官からなる合議体は、拒絶査定が妥当であるかを審理します。妥当でな

いと判断した場合、他の拒絶の理由の有無について審判部の職権による調

査を行い、権利付与の可否を判断します。 

 

2.1.2 補正規則 

可能な補正（種類及び時期） 

○審判請求時の補正 
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特許出願について拒絶査定不服審判を請求するときは、出願人は、審判請求

と同時にするときに限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面

について、以下の内容の補正をすることができる。 

A. 特許請求の範囲の補正について補正可能な範囲 

(a) 請求項の削除 

(b) 請求項の限定的減縮 

(c) 誤記の訂正 

(d) 拒絶理由に示す事項についてする明りょうでない記載の釈明 

を目的とするものに限られる。 

さらに、(b)の請求項の限定的減縮を目的とするものについては、特許出願

の際独立して特許可能であることが必要である。 

B. 明細書、特許請求の範囲又は図面について、願書に最初に添付した明細

書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願の場合は翻訳文）に記載した

事項の範囲内でない新規事項を追加する補正はできない。 ただし、誤訳訂

正書によるときは、外国語書面に記載された事項の範囲内であれば、翻訳文

に記載した事項の範囲を越える補正が可能である。 

C. 審判請求時の補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることが

できないものか否かについて判断が示された発明をそれと技術的特徴の異

なる別発明に変更する補正はできない。 

D. A.、B.、C.の要件を満たさない補正は却下する。 

○当審における補正（審判請求時を除く） 

特許出願の拒絶査定不服審判においては、拒絶理由が通知されたとき、審 

判請求人は願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正

をすることができる。 
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A. 当審で通知する拒絶理由が特許法第 17 条の 2 第 1 項 1 号の「最初の

拒絶理由通知」に相当するとき、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図

面（外国語書面出願の場合には翻訳文）に新規事項を追加しない範囲で補正

することが可能である。ただし、誤訳訂正書によるときには、外国語書面に

記載された事項の範囲内であれば、翻訳文に記載された事項の範囲を越え

る補正が可能である。補正要件に違反する補正は拒絶理由の対象となる。 

B. 当審で通知する拒絶理由が特許法第 17 条の 2 第 1 号 3 号の「最後の

拒絶理由通知」に相当するとき、補正は審判請求時の補正可能な範囲と同じ

である。 補正要件に違反する補正は、却下する。 

 

2.1.3 審理の方式 

拒絶査定不服審判は、書面審理による。 

 

2.1.4 手続のステータス： 審理の終了、中断、又は再開の条件 

特許庁第 168 条（抜粋）： 

第 1 項 審判において必要があると認めるときは、特許（商標登録）異議の申

立てについての決定若しくは、他の審判の審決が確定し又は訴訟手続が完

結するまでその手続を中止することができる。 

 

2.1.5 審決の種類：想定される結論 

(1) 原査定の拒絶理由によって拒絶をすべきものであるときは、審判の請

求は成り立たない旨の審決をする。 

(2) 原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断したとき、

審判においては拒絶理由通知等の手続が準用されていて審理を進めること
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ができる。その結果、拒絶をすべきものであるときは、審判の請求は成り立

たない旨の審決をする。拒絶の理由を発見しないときは、原査定を取り消し、

審判の請求を認める旨の審決をする。 

(3) 原査定の拒絶理由によっては拒絶をすべきものでないと判断し、原査

定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることもできる。 

(4) 不適法な審判請求であって、その補正をすることができないときは、審

決をもって却下する。 

 

2.1.6 請求人が在外者であるとき： 請求人適格及び特別な要件 

代理人を要する。在外者が特許管理人によらないで手続をしたときは、その

手続は不適法なものとして却下する（特許法第 18 条の 2、第 133 条の 2、

第 135 条、実用新案法第 41 条）。 

 

2.2 無効審判 

2.2.1 主要な手続要素 

(1) 最小請求単位： 請求項ごと 

(2) 請求人適格： 利害関係人 

(3) 期間： 提出期間（及び延長の可能性） 

権利の設定登録後であれば、いつでも、権利の消滅後でも無効審判を請求す 

ることができる。 

(4) 手数料：49,500 円＋（請求項の数×5,500 円） 

(5) 審理範囲： 審理対象及び共通の請求理由 

公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等） 

権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反） 
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特許後の後発的事由（権利享有違反、条約違反） 

無効事由は、権利を無効にする理由及び事実である。その理由は、法定（特

許法第 123 条第 1 項、実用新案法第 37 条第 1 項）のものに限られ、これ

以外のものを理由として無効審判を請求することができない。いわゆる制限

列挙規定である。 

特許法第 123 条（抜粋）： 

第 1 項 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にす

ることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、

二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 

(1) その特許が第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正

をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。 

(2) その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又

は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたとき（その特許

が第 38 条の規定に違反してされた場合にあっては、第 74 条第 1 項の規

定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたとき

を除く。）。 

(3) その特許が条約に違反してされたとき。 

(4) その特許が第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項（第 4 号を除く。）に規

定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。 

(5) 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 

(6) その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出

願に対してされたとき（第 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、その特

許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。 
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(7) 特許がされた後において、その特許権者が第 25 条の規定により特許

権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反す

ることとなったとき。 

(8) その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が

第 126 条第一項ただし書若しくは第 5 項から第 7 項まで（第 120 条の 5

第 9 項又は第 134 条の 2 第 9 項において準用する場合を含む。）、第 120

条の 5 第 2 項ただし書又は第 134 条の 2 第 1 項ただし書の規定に違反し

てされたとき。 

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由（例えば、異なる条

文）についても、審理することができるから、無効審判において、請求人が主

張していない無効理由を職権で探知することもできる。ただし、請求人の申

し立てない請求の趣旨については審理をすることができないから、無効審判

が請求されていない請求項、指定商品・役務について無効理由を職権探知す

ることはできない。 

当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、審判長はそ

の審理の結果を、被請求人（権利者）には無効理由として、請求人及び参加人

には職権審理結果として通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる

機会を与えなければならない。これに対応して、両当事者及び参加人は、通

知された無効理由について、意見を述べることができる。 

 

2.2.2 補正規則 

(1) 審判請求書の要旨を変更する補正（及び時期） 

※Q&A 

Q: 無効審判について、無効理由の証拠は、あとから追加できますか。 
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A: 無効理由の証拠の追加により、「権利を無効にする根拠となる事実（主要

事実）」を変更することは、請求の理由の要旨を変更する補正に該当しますが、

特許法第 131 条の 2 第 1 項ただし書き及び第２項の規定により、当該補正

が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであり、かつ、同法第

2項各号に該当する事由（訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生

じたこと、あるいは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記

載しなかったことにつき合理的な理由があり、被請求人が同意したこと）が

あるときは、審判長の裁量により許可されることがあります。 

(2) 可能な請求項の訂正（種類及び時期） 

特許法第 134 条の 2 第 1 項： 特許無効審判の被請求人は、前条第 1 項若

しくは第 2 項、次条、第 153 条第 2 項又は第 164 条の 2 第 2 項の規定に

より指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は

図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項

を目的とするものに限る。 

(1) 特許請求の範囲の減縮 

(2) 誤記又は誤訳の訂正 

(3) 明瞭でない記載の釈明 

(4) 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載

を引用しないものとすること。 

 

2.2.3 審理の方式 

(1) 書面審理又は口頭審理 

原則口頭審理（書面審理も可） 

無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申
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立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。書面審理

によるとしたのち、再び口頭審理によるとすることもできる。このときは、口

頭審理の通知を行う。 

無効審判は、原則として、口頭審理によるが、以下のときは、例外的に、 書

面審理によるものとすることができる。 

・ 審判請求又は審判請求に係る手続（審判請求書）を却下すべきとき 

・ 当事者が争わないことが明らかなとき 

・ 当事者（及び参加人）の全てが書面審理を申し立てているとき 

・ その他、口頭審理を行う必要がないとの判断がされたとき 

(2) 遠隔参加の可否 

2021 年特許法等改正に伴い、2021 年 10 月より、審判長の裁量により、

口頭弁論期日における手続を「映像と音声の送受信により、関係当事者が相

互に相手の状態を確認しながら通話をすることができる方法」により実施す

ることが可能となった （以下「オンライン」という）により、審判部に出頭する

ことなく手続を行うことが可能となった（以下「オンライン出頭」という）。 

無効審判等の口頭審理においては、審判長の裁量により、当事者等がオンラ

インで出頭することができる（オンライン出頭）。 

 

2.2.4 手続のステータス： 審理の終了、中断、又は再開の条件 

特許法第 168 条第 1 項 審判において必要があると認めるときは、特許異

議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手

続が完結するまでその手続を中止することができる。 

 

2.2.5 審決の種類：想定される結論 
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(1) 請求人の請求を全部認める（特許、実用新案については、請求人が無効

を主張する請求項の全てに係る特許（又は実用新案登録）を無効とする。商

標登録については、請求人が無効を主張する指定商品又は指定役務の全て

について無効とする。）。 

(2) 請求人の請求を一部認める（特許、実用新案については、請求人が無効

を主張する請求項の一部に係る特許（又は実用新案登録）を無効とし、他の

請求項については無効としない。商標登録については、請求人が無効を主張

する指定商品又は指定役務の一部を無効とし、他の指定商品又は指定役務

は無効としない。） 

(3) 請求人の請求を認めない（特許、実用新案については、請求人が無効を

主張する全ての請求項に係る特許（又は実用新案登録）を無効としない。商

標登録については、請求人が無効を主張する全ての指定商品又は指定役務

について無効としない。）。 

(4) 審判の請求を却下する。 

 

2.2.6 無効の法的効果 

無効審決が確定したときは、権利は初めから存在しなかったものとみなされ

る（特許法第 125 条、実用新案法第 41 条）。 

 

2.2.7 請求人が在外者であるとき： 請求人適格及び特別な要件 

代理人を要する。在外者が特許管理人によらないで手続をしたときは、その

手続は不適法なものとして却下する（特許法第 18 条の 2、第 133 条の 2、

第 135 条、実用新案法第 41 条）。 
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2.3 特許異議申立て 

2.3.1 主要な手続要素 

(1) 最小請求単位： 請求項ごと 

(2) 請求人適格： 何人も（匿名は不可） 

(3) 期間： 提出期間（及び延長の可能性） 

何人も、特許掲載公報発行の日から 6 月以内に限り、特許異議の申立てをす

ることができる。この期間外になされた特許異議の申立て、及び、この期間

内であっても特許権消滅後になされた特許異議の申立てについては、補正

により是正することのできない不適法な申立てであるとして、合議体は決定

をもって特許異議の申立てを却下する。 

(4) 手数料：16,500 円＋（請求項の数×2,400 円） 

(5) 審理範囲： 審理対象及び共通の請求理由 

公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等） 

特許法第 113 条 

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許

が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをす

ることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、

請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 

(1) その特許が第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正

をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。 

(2) その特許が第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条又は第 39 条

第 1 項から第 4 項までの規定に違反してされたこと。 

(3) その特許が条約に違反してされたこと。 

(4) その特許が第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項（第 4 号を除く。）に規

定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 
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(5) 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 

合議体は、職権により、特許異議申立人が申し立てない理由についても審理

することができ（特許法第 120 条 の 2 第 1 項）、また、特許異議申立人が

申し立てない証拠の採用も可能である。 

 

2.3.2 補正規則 

(1) 審判請求書の要旨を変更する補正（及び時期） 

特許異議申立書の補正 

○補正の考え方 

特許異議申立書には、特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）、客体（申

立てに係る特許の表示（特許番号、請求項））及び特許異議の申立ての理由及

び必要な証拠を記載しなければならず、この特許異議申立書の補正はいつ

でもできるが、その要旨を変更するものであってはならない。 

○具体的取扱い 

ア 主体（特許異議申立人）の補正 

特許異議の申立ての主体（特許異議申立人）の補正は、特許異議申立人の同

一性が失われる場合には要旨変更となる。対象の同一性が失われない範囲

で、記載の誤りを正すものは要旨変更としない。 

イ 客体（特許番号、請求項）の補正 

特許異議の申立ての客体（特許番号、請求項）の補正についても、特許番号、

請求項の同一性が失われる場合には要旨変更となる。 ただし、特許異議の

申立ての対象としての請求項の削除は、本来要旨変更となるものであるが、

申立てに係る請求項の取下げと同様に取り扱うことができることから、例外
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的に取消理由が通知されるまでは要旨変更としない。 

  

特許異議の申立ての理由及び証拠の補正については、例外的に、その要旨を

変更するものであっても、特許異議申立期間が経過する時又は取消理由の

通知がある時のいずれか早い時までは、理由及び証拠の追加、変更ができる

（特許法第 115 条第 2 項ただし書）。 

この時以降は、特許異議申立書の要旨を変更しない範囲でのみ補正できる。 

(2) 可能な補正（種類及び時期） 

特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求

することができる。訂正を請求できる期間は、取消理由通知において指定さ

れた意見書の提出期間（標準 60 日（在外者 90 日）である（特特許法第 120

条の 5 第 1 項）。 

 

2.3.3 審理の方式 

書面審理（口頭審理はない） 

 

2.3.4 手続のステータス： 審理の終了、中断、又は再開の条件 

特許法第 168 条（抜粋）：  

第 1 項 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについ

ての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでそ

の手続を中止することができる。 

 

2.3.5 審決の種類：想定される結論 

(1) 取消決定 
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(2) 維持決定 

(3) 訂正の請求がされた場合 

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正の請求がさ

れ、当該訂正を認めるときは、認める旨を特許異議の申立てについての決定

の結論に示すとともに、決定の理由中に認める理由を記載する。 

当該訂正の請求を認めないときは、認めない旨は、決定の結論には記載せず、

決定の理由中に訂正を認めない旨及び訂正を認めない理由を記載する。 

一部の請求項を削除する訂正の請求があり、その訂正が認められたことによ

り、特許異議の申立ての対象が存在しなくなった場合、存在しない請求項に

ついての申立てを却下することを記載する。 

なお、訂正の請求により、特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され

たときは、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなるから、当該訂正

の請求を認め、特許異議の申立てを却下する。 

  

2.3.6 請求人が在外者であるとき： 請求人適格及び特別な要件 

代理人を要する。在外者が特許管理人によらないで手続をしたときは、その

手続は不適法なものとして却下する（特許法第 18 条の 2、第 133 条の 2、

第 135 条、実用新案法第 41 条）。 

 

2.4 訂正審判 

2.4.1 主要な手続要素： 

(1) 請求人適格 

請求人は、特許権者である（特許法第 126 条第 1 項）。 

特許権の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、共有者の
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全員が共同して請求しなければならない（同法第 132 条第 3 項）。 

(2) 期間： 提出期間（及び延長の可能性） 

特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求するこ

とができるが、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時

からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはで

きない（同法第 126 条第 1 項、2 項）。一部の請求項のみについて特許異議

の申立て又は特許無効審判がされているときであっても、同様に訂正審判

を請求することはできない。 

(3) 手数料：49,500 円＋（請求項の数×5,500 円） 

(4) 審理範囲： 審理対象及び共通の請求理由 

合議体は、審判請求書及びこれに添付した明細書、特許請求の範囲又は図面

の記載を基に、訂正審判の請求が特許法第 126 条 に規定する要件を満た

しているか否かを判断する。訂正審判が請求項（又は一群の請求項）ごとに

請求されているときは、請求項（又は一群の請求項）ごとに訂正の適否の判

断を行う。 

 

2.4.2 補正規則 

(1) 審判請求書の要旨を変更する補正（及び時期） 

A. 訂正審判においては、審理終結の通知（特許法第 156 条第 1 条）がある

まで（審理の再開（特許法第 156 条第 3 項）がされたときは、その後更に審

理終結の通知があるまで）は、請求書の補正をすることができる（特許法第

17 条第 1 項）。 

B. 補正により訂正事項が追加された場合等、当該補正が要旨を変更するも

のであるときは当該補正を採用することはできない。 
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審判請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない（特許法

第 131 条の 2 第 1 項）。要旨の変更とは、審判請求書の記載事項のうち、請

求の趣旨（訂正事項）の記載を変更することによって、補正の前後で請求の

基礎である「審判を申し立てている事項」の同一性や範囲を変更することで

ある。 

(2) 可能な請求項の訂正（種類及び時期） 

特許権者が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての訂

正の要件は、特許法第 126 条に定められている。 

訂正は、特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判な

どの攻撃に備えるものであるから、そのような目的を達するために最小限の

範囲で認めれば十分である。そこで、訂正は、次に掲げる事項を目的とする

ものに限ることとされている（特許法第 126 条第 1 項、平成 5 年法律第 26

号附則第 4 条第 2 項、旧実用新案法第 39 条第 1 項）。 

(1) 特許請求の範囲の減縮（ただし書第 1 号） 

(2) 誤記又は誤訳の訂正（ただし書第 2 号） 

(3) 明瞭でない記載の釈明（ただし書第 3 号） 

(4) 請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記

載を 当該他の請求項の記載を引用しないものとすること）（ただし書第

4 号） 

また、訂正は、願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内でしなけ

ればならず、実質的上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであって

はならず、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特

定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるもので

なければならない。 
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2.4.3 審理の方式 

訂正審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は

職権で口頭審理によるものとすることができる（特許法第 145 条第 2 項）。 

 

2.4.4 手続のステータス： 審理の終了、中断、又は再開の条件 

特許法第 168 条（抜粋） 

第 1 項 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについ

ての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでそ

の手続を中止することができる。 

 

2.4.5 審決の種類：想定される結論 

(1) 請求成立（訂正を認める） 

(2) 一部請求成立（訂正を一部認める） 

(3) 請求不成立（訂正を認めない） 

(4) 請求却下 

 

2.4.6 請求人が在外者であるとき： 請求人適格及び特別な要件 

代理人を要する。在外者が特許管理人によらないで手続をしたときは、その

手続は不適法なものとして却下する（特許法第 18 条の 2、第 133 条の 2、

第 135 条、実用新案法第 41 条）。 

 

3. その後の司法手続き 

審判部の決定に不服がある場合は、知的財産高等裁判所に提訴されます。 
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4. 請求提出プロセス 

4.1 提出チャネル 

令和 6 年 1 月からは無効審判請求書や異議申立書等の手続も、電子情報処

理組織を使用して提出することができる（特例法施規第 13 条第 2 項、3

項）。この手続を「電子特殊申請」といい、詳細は、特許庁ウェブサイトを参照。 

⚫ 申請手続のデジタル化について

https://www.jpo.go.jpsystem/laws/sesaku/shinsei_digit

alize.html 

⚫ 審判手続の電子特殊申請について

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shinpan_digit

alize.html 

 

拒絶査定不服審判、補正却下決定不服審判については、原則として、電子情

報処理組織を使用して審判手続が行われる。 

上記のとおり、無効審判請求書、異議申立書等の申請手続は、書面、文書に

よる手続のほか、電子情報処理組織を使用した手続（電子特殊申請）により

行うこともできる。なお、本審判便覧の各節において、副本等の提出につい

ては書面等によるものを記載しているが、電子情報処理組織を使用した手続

（電子特殊申請）においては、相手方及び審理用の副本の提出は不要である

（特例法施規第 10 条の 3）。 

 

4.2 オンライン・ポータル：電子出願プラットフォームへのリンク 

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html 

 

https://www.jpo.go.jpsystem/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html
https://www.jpo.go.jpsystem/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shinpan_digitalize.html
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shinpan_digitalize.html
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html
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4.3 必要な書類：標準材料（例えば、請求書、証拠） 

4.3.1 拒絶査定不服審判 

(1) 一般的事項 

ア 拒絶査定不服審判の請求をする者は、特許法第 131 条に定める方式要

件を満たした審判請求書を提出しなければならない（特許法施行規則第 46

条（様式 61 の 6））。 

イ 請求書の必要的記載事項と方式など 

(2) 請求の趣旨（特許法第 131 条第 1 項 3 号） 

ア 請求の趣旨とは、請求人がどのような審決を求めるかの要求であり、請

求の対象である特許出願が特定されてなければならない。 

イ 「請求の趣旨」の欄には、通常は、「原査定を取り消す。本願の発明は特許

すべきものである、との審決を求める。」のように表示する。 

(3) 請求の理由（特許法第 131 条第 1 項 3 号） 

ア 請求の理由には、請求の趣旨に対応して拒絶査定を取り消すべき理由を

表示する。 

イ 「請求の理由」の欄には、まず、拒絶査定までの経緯及び拒絶査定の理由

の要点を記載し、ついで、拒絶査定を取り消すべき理由を具体的かつ明確に

記載する。 

ウ 審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする

ときは、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて、拒

絶査定を取り消すべき理由を記載する。 

エ 特許において、審査段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒

絶査定不服審判を請求した場合における審判（特許法第 121 条）において申

し立てることができる（同法第 53 条第 3 項）。 
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なお、審判段階で行われた補正却下の決定に対する不服は、拒絶査定不服審

判の審決取消訴訟（同法第 178 条）において申し立てることができる（同法

第 159 条第 1 項）。 

オ特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服

を申し立てる場合、審判請求時に明細書、特許請求の範囲又は図面について

補正をしないときは、補正却下の決定に不服である旨及び補正却下の決定

を取り消すべき理由を記載し、当該補正がされた明細書、特許請求の範囲及

び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。  

カ特許出願について、審査において行われた補正却下の決定について不服

を申し立て、かつ審判請求と同時に明細書、特許請求の範囲又は図面につい

て補正をするときは、審判請求時の補正がされた明細書、特許請求の範囲及

び図面に基づいて、拒絶査定を取り消すべき理由を記載する。なお、審判請

求時の補正は、拒絶査定を受けた明細書、特許請求の範囲及び図面を対象

として行うことになるので、補正却下の決定に不服な事項は全て審判請求時

の補正に盛り込む必要がある。すなわち、却下された補正と同じ補正をする

ときには、同じ内容の手続補正書を改めて提出する必要がある。 

 

4.3.2 無効審判 

特許法第 131 条（抜粋） 

第 1 項 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長

官に提出しなければならない。 

(1) 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2) 審判事件の表示 

(3) 請求の趣旨及びその理由 
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第 2 項 特許無効審判を請求する場合における前項第 3 号に掲げる請求の

理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を

要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。 

 

4.3.3 特許異議申立て 

特許法第 115 条第 1 項（抜粋） 

特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書

を特許庁長官に提出しなければならない。 

(1) 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 

(2) 特許異議の申立てに係る特許の表示 

(3) 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 

 

4.3.4 訂正審判 

(1) 一般的事項 

ア 訂正審判の請求をする者は、方式要件を満たした審判請求書を提出しな

ければならない（特許法第 131 条第 1 項、第 3 項、特許法施行規則第 46

条、様式 62）。 

イ 請求書及びその添付書類、証拠物件（検証物の場合は、図面、見本、ひな

形）については、審理用の副本を 1 通提出しなければならない（特許法施行

規則第 50 条の 4、第 50 条第 2 項、第 3 項）。 

(2) 請求の趣旨（特許法第 131 条第 1 項 3 号） 

(3) 請求の理由（特許法第 131 条第 1 項 3 号、同条第 3 項、特許法施行規

則第 46 条の 2） 

(4) 請求書の添付書類 
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なお、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を証明する

書面を提出しなければならず（特許法第 127 条、特許法施行規則第 6 条）、

承諾を証明する書面の提出がないとき、その審判請求書は却下される（特許

法第 133 条第 3 項）。 

(5) 手数料 

https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.htm

l 

 

5. 追加リソース 

審判便覧 

https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/sinpan-

binran.html 

審判制度に関する Q&A 

https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/faq.html 

法律関連 

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/index.html 

審判制度ハンドブック 

https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-

info/document/pamphlet/shinpan_gaiyo_e.pdf 

  

https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/sinpan-binran.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/sinpan-binran.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/faq.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/index.html
https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/shinpan_gaiyo_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/shinpan_gaiyo_e.pdf
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韓国における審判手続 

 

1. 組織情報 

1.1 審判当局の名称 

韓国特許庁特許審判院(IPTAB) 

1.2 ウェブサイトリンク及び公的連絡先 

Website:  

https://www.kipo.go.kr/ 

https://www.kipo.go.kr/ipt/ 

 

電話番号: +82-42-481-8207  

Fax: +82-42-472-3474 

住所： Daejeon Government Complex, Civil Service Building, 

189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea 

 

1.3 グループツアー及び口頭審理の傍聴 

https://www.kipo.go.kr/
https://www.kipo.go.kr/ipt/
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IPTAB は、IPTAB についてより深く理解し、特許審判への関心を高めてい

ただくため、団体見学を歓迎する。IPTAB における口頭審理のほとんどは

公開されており、事前申請によりどなたでも公開審理を傍聴できます。団体

見 学 及 び 口 頭 審 理 の 傍 聴 を ご 希 望 の 方 は 、 IPTAB ウ ェ ブ サ イ ト

(https://www.kipo.go.kr/ipt/)をご覧ください。 

 

1.4 審判制度の概要 

韓国特許審判院(IPTAB)は、1998 年 3 月 1 日より韓国特許庁(KIPO)内

に独立して運営されている準司法機関である。同院は、査定系審判と呼ばれ

る審査官による拒絶査定結果を審理するとともに、当事者系審判と呼ばれ

る、付与された知的財産権の有効性に関する紛争を裁定する。 

その設置以来、同院は、審判官の人材プール拡大と能力・専門性の育成に努
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めてきた。さらに、透明性が高く効率的かつ円滑な手続の提供も目指してい

る。 

 

1.5 IPTAB の組織 

下記の組織図に示す通り、IPTAB は、審判院長の指揮下において、審判部

(36)、審判政策課及び訴訟課で構成される。各審判部は、首席審判長が管

理し、異なる技術分野における審判事件を審理し、審決する。審判政策課は、

審理運営部門として、審理手続の支援・管理をし、方式審理・審判品質評価等

を実施する。訴訟課は、特許庁長官が被告となる事件において、IPTAB の

審決を裁判所において弁護する。 

 

大抵の場合、事件は 3 名の審判官（審判長、主任審判官及び合議審判官で構

成）による合議体で審理される。審判官からなる合議体は、下すべき審決に

ついて審理を行う。必要に応じて、5 名の拡大合議体が事件を審理し審決す

ることがあり、これには複数の技術分野にまたがる課題を含む事件、法的・

技術的に困難かつ／又は重要な事件が含まれる。 

 

2. 審判に関する一般情報 
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2.1 審判の種類 

A. 査定系審判 

<特許> 

特許出願・実用新案出願等の拒絶査定不服審判（特許法第 132 条の 17、実

用新案法第 33 条） 

特許出願の拒絶査定又は特許権存続期間の延長登録出願の拒絶査定に不服

がある者は、その査定の謄本の送達を受けた日から 3 月以内に、拒絶査定不

服審判を請求することができる。ただし、遠隔又は交通不便の地にある者に

ついては、例外が適用される場合がある。この場合、韓国特許庁長官は期間

を 2 月延長することができる。 

再審査の請求（特許法第 67 条の 2、実用新案法第 15 条） 

2009 年 7 月 1 日以降に特許出願をした場合には、審査官による拒絶査定

を受けた後、出願人は再審査を請求し、又は審判を請求することができる。

特許出願人は、特許出願の拒絶査定の謄本の送達を受けた日から 3 月以内

に、特許出願の明細書又は図面を補正した後、その特許出願の再審査を請求

することができる。ただし、審判の請求がされた後は、再審査を請求すること

ができない。 

訂正審判（特許法第 136 条、実用新案法第 33 条） 

特許権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、特許発明の明細書又は

図面に対して訂正審判を請求することができる： 

- 特許請求の範囲を減縮する場合； 

- 誤記の訂正；又は 

- 明瞭でない記載の釈明。 

ただし、特許取消申請が特許審判院に係属中である場合には、訂正審判を請
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求することができない。 

訂正審判は、第三者に予期せぬ損失や損害が生じないことを条件として、特

許権者に訂正を行う機会を与えることにより、特許発明を保護することを目

的とする。 

特許発明の明細書又は図面の訂正についての審決が確定したときは、当該

特許出願の提出及び公開、特許を付与する査定又は審決、並びに特許の登

録は、訂正後の明細書又は図面に基づいて行われたものとみなす。 

<商標> 

商標登録拒絶査定不服審判（商標法第 116 条） 

商標登録拒絶査定、追加指定商品の登録拒絶査定又は商品の区分変更の登

録拒絶査定を受けた者は、当該拒絶査定の謄本の送達を受けた日から 3 月

以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。 

<意匠> 

意匠登録出願拒絶査定不服審判又は意匠登録取消決定不服審判（デザイン

保護法第 120 条） 

意匠登録出願の拒絶査定又は意匠登録の取消決定に不服がある者は、当該

査定又は決定の謄本の送達を受けた日から 3 月以内に、査定又は決定不服

審判を請求することができる。 

再審査の請求（デザイン保護法第 64 条） 

2009 年 7 月 1 日以降に出願された意匠登録出願については、拒絶査定を

受けた後、出願人は再審査又は審判のいずれかを選択して請求することが

できる。 

出願人は、拒絶査定の謄本を受領した日から 3 月以内に、明細書又は図面を

補正した後、その出願について再審査を請求することができる。ただし、審判
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を請求した後は、再審査を請求することはできない。 

補正却下決定不服審判（デザイン保護法第 119 条） 

第 49 条第 1 項に基づく補正却下決定に不服がある者は、当該決定の謄本

の送達を受けた日から 3 月以内に、審判を請求することができる。 

 

B. 当事者系審判 

<特許> 

無効審判（特許法第 133 条、実用新案法第 31 条） 

付与されるべきではなかった特許権が存在する場合、利害関係者又は審査

官は、付与された特許の有効性を審理するための審判を請求することがで

きる。二つ以上の請求項を含む特許については、請求項ごとに無効審判を請

求することができる。 

無効審判の請求理由は、一般的に特許出願の拒絶理由と同様である。 

特許権の存続期間が満了した後であっても、無効審判を請求することができ

る。特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在

しなかったものとみなす。ただし、特許権の付与後に生じた事由によりその

特許が無効とされた場合には、特許権は、その特許が当該事由に該当するに

至った時から存在しなかったものとみなす。 

存続期間延長登録無効審判（特許法第 134 条） 

利害関係人又は審査官は、特許権の存続期間の延長登録を無効にすること

について存続期間延長登録無効審判を請求することができる。 

権利範囲確認審判（特許法第 135 条、実用新案法第 33 条） 

特許権者又は利害関係人は、特許権の権利範囲を確認するために、特許権

の権利範囲確認審判を請求することができる。特許権の少なくとも二つの請
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求項の権利範囲を確認するための審判請求を行う場合、請求項ごとに審判

請求をすることができる。 

訂正無効審判（特許法第 137 条、実用新案法第 33 条） 

利害関係人又は審査官は、特許発明の明細書又は図面が第 136 条に違反し

て訂正された場合、その訂正を無効とする審判を請求することができる。 

明細書又は図面の訂正を無効とする審決が確定したときは、その訂正はさ

れなかったものとみなす。 

通常実施権許諾審判（特許法第 138 条、実用新案法第 32 条） 

特許権者が自らの特許発明を実施するために先願特許権者の特許権の使用

を必要とする場合、又は先願特許権者が正当な理由なく特許権の使用許諾

を拒否する場合、非独占的実施権の付与を求める審判を請求することがで

きる。この請求をするためには、後願特許権者の特許発明が、先願特許権者

の特許発明又は登録実用新案と比較して、実質的な技術的進歩をもたらす

ものであることが必要である。 

<商標> 

商標登録無効審判（商標法第 117 条） 

登録されるべきではなかった商標が存在する場合、利害関係者又は審査官

は、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。

登録商標が付された指定商品が二以上あるときは、指定商品ごとに当該商

標登録を無効とする審判を請求することができる。 

無効審判の請求理由は、一般的に商標登録出願の拒絶理由と同様である。 

商標権の存続期間が満了した後であっても、無効審判を請求することができ

る。商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから

存在しなかったものとみなす。ただし、商標権の付与後に生じた事由により
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その商標登録が無効とされた場合には、商標権は、その商標登録が当該事由

に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。 

商標権存続期間更新登録の無効審判（商標法第 118 条） 

商標権の存続期間更新登録が次のいずれかに該当するときは、利害関係人

又は審査官は、当該更新登録を無効にすることについて審判を請求すること

ができる。この場合において、更新された登録商標が付された指定商品が二

以上あるときは、指定商品ごとに当該更新登録を無効にすることについて審

判を請求することができる： 

1. 存続期間更新登録が第 84 条第 2 項に違反したとき。 

第 84 条第 2 項： 存続期間更新登録申請書は、商標権の存続期間満了前 1

年以内に提出しなければならない。ただし、この期間に存続期間更新登録申

請をしなかった者（商標権者）は、商標権の存続期間満了後 6 月以内にする

ことができる。 

2. 該当商標権者（商標権が共有である場合。各共有者も商標権者とみなす）

ではない者が存続期間更新登録申請をしたとき。 

商標権存続期間更新登録の無効審判は、商標権の消滅後においても請求す

ることができる。 

存続期間更新登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その存続期

間更新登録は初めからされなかったものとみなす。 

専用使用権又は通常使用権登録の取消審判（商標法第 120 条） 

専用使用権者又は通常使用権者が第 119 条第 1 項第 2 号に該当する行為

をした場合には、その専用使用権又は通常使用権登録の取消審判を請求す

ることができる。 

商標法第 119 条第 1 項 2 号： 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品



 
 

  

  

 

-39- 

又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用するこ

とにより需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生

ずるものをしたとき。ただし、商標権者が相当の注意をしていたときは、この

限りでない。 

商標権者が専用使用権又は通常使用権の登録取消審判を請求する事由を構

成する事実が、当該審判の請求後に消滅した場合であっても、その消滅は取

消事由に影響を及ぼさない。 

商品分類転換登録の無効審判（商標法第 214 条） 

利害関係人又は審査官は、商品分類転換登録が次の各号のいずれかに該当

するときは、無効審判を請求することができる。この場合において、商品分

類転換登録に係る指定商品が二以上あるときは、指定商品ごとに当該商品

分類転換登録を無効にすることについて審判を請求することができる： 

1. 係る商標が付された商品が指定商品ではないものであって商品分類転

換登録されているとき、又は商品分類転換登録に係る指定商品が指定商品

の範囲を実質的に超えているとき； 

2. 商品分類転換登録が該当登録商標の商標権者ではない者の申請により

されたとき； 

3. 商品分類転換登録が第 209 条第 3 項に違反してされたとき。 

商標法第 209 条第 3 項： 商品分類転換登録の申請は、商標権の存続期間

満了の 1 年前から、商標権の存続期間満了後 6 月を超えない期間内に提出

しなければならない。 

商品分類転換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該商品分

類転換登録は、初めからされなかったものとみなす。 

権利範囲確認審判（商標法第 121 条） 
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商標権者、専用使用権者又は利害関係人は、登録商標の権利範囲を確認す

るために、商標権の権利範囲確認審判を請求することができる。この場合、

登録商標を付した指定商品が二以上あるときは、前項に規定する者のいず

れかが、指定商品ごとに権利範囲確認審判を請求することができる。 

商標登録取消審判（商標法第 119 条） 

登録商標が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を取り消

すことについて審判を請求することができる： 

1. 商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標の使用

又は指定商品に類似する商品についての登録商標若しくはこれに類似する

商標の使用であって、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商

品と混同を生ずるものをしたとき； 

2. 専用使用権者又は通常使用権者が、指定商品又はこれに類似する商品に

ついての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって、需要者に商

品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき。

ただし、商標権者が相当の注意をしていたときは、この限りでない； 

3. 取消審判請求の日前に継続して 3 年以上韓国国内において、商標権者、

専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、正当な理由がないのに、各

指定商品についての登録商標の使用をしていないとき； 

4. 第 93 条第 1 項後段、同条第 2 項及び同条第 4 項から第 7 項までの規

定に違反したとき（商標権の移転及び共有）； 

5. 商標権の移転により類似する登録商標がそれぞれ他の商標権者に属す

ることとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が自己の登

録商標の指定商品と同一若しくはこれに類似する商品に不正競争の目的で、

自己の商標が付された指定商品と同一又はこれに類似する商品に自己の商
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標を使用し、需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同

を生ずるものをしたとき； 

6. 不正競争行為を構成する登録商標の権利を有する者が、当該商標の登録

があった日から 5 年以内に商標登録の取消しを求める審判を請求した場合； 

7. 団体標章が次の各号のいずれかに該当するとき： 

(a) 団体に所属する構成員がその団体の定款の規定に違反して団体標章を

他人に使用させた場合若しくはその構成員がその団体の定款に違反して団

体標章を使用することにより、需要者に商品の品質又は地理的表示の誤認

又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき。ただし、団体標

章の商標権者が、その団体に所属する構成員を監督することについて、相当

の注意をしていたときは、この限りでない； 

(b) 団体標章の設定登録後、第 36 条第 3 項によるその団体の定款を補正

することにより需要者に商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混

同を生ずるおそれがあるとき； 

(c) 第三者が団体標章を使用し需要者に商品の品質若しくは地理的表示の

誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたにもかかわらず、

団体標章の商標権者が故意に適切な措置を取らなかったとき； 

8. 地理的表示団体標章が以下のいずれかに該当するとき： 

(a) 地理的表示団体標章登録出願において、その所属団体の定款が、構成

員の団体への加入を禁止又は定款に充足しがたい加入条件を定める、又は

当該地理的表示の使用資格を有しない者の加入を認めるなど、構成員の団

体への加入を実質的に妨げるとき； 

(b) 地理的表示団体標章権者若しくはその団体に所属する構成員が、第

223 条に違反して団体標章を使用することにより、需要者に商品の品質の
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誤認又は地理的表示の出所と混同を生ずるものをしたとき； 

9. 証明標章が以下のいずれかに該当するとき： 

(a) 証明標章権者が、第 36 条第 4 項により提出された定款又は規約に違

反して、証明標章の使用を許諾したとき； 

(b) 証明標章権者が、第 3 条第 3 項ただし書きに違反して、証明標章を自

己の商品に付して使用するとき； 

(c) 証明標章の使用の許諾を受けた者が、定款又は規約に違反して、他人

に使用させたとき、又は使用の許諾を受けた者が定款又は規約に違反して、

証明標章を使用することにより、需要者に商品の品質、産地、生産の方法若

しくはその他の特徴に関して誤認を生ずるものをしたとき。ただし、証明標

章権者が使用の許諾を受けた者を監督することについて、相当の注意をして

いたときは、この限りでない； 

(d) 証明標章権者が、証明標章の使用の許諾を受けていない第三者が証明

標章を使用することにより、需要者に商品の品質、産地、生産の方法若しく

はその他の商品の特徴に関して誤認を生ずるものをしたことを知りながら、

適切な措置を取らなかったとき； 

(e) 証明標章権者が、定款若しくは規約による正当な事由なしに、その証明

標章権の使用資格を有する者の使用を実質的に妨げ、又は定款若しくは規

約に充足しがたい使用条件を定めるとき。 

何人も、商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる： た

だし、登録商標が第 1 項第 4 号及び第 6 号に該当することを理由とする商

標登録取消しの審判は、利害関係人に限り請求することができる。 

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅

する。ただし、登録商標が第 1 項第 3 号に該当することを理由として商標登
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録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の日に

消滅したものとみなす。 

<意匠> 

意匠登録無効審判（デザイン保護法第 121 条） 

登録されるべきではなかった意匠が存在する場合、利害関係者又は審査官

は、その意匠登録を無効にすることについて審判を請求することができる。

複数意匠が登録出願された意匠登録については、意匠ごとに当該意匠登録

を無効とする審判を請求しなければならない。 

無効審判の請求理由は、一般的に意匠登録出願の拒絶理由と同様である。 

意匠権の存続期間が満了した後であっても、無効審判を請求することができ

る。 

意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は初めから存

在しなかったものとみなす。ただし、意匠権の付与後に生じた事由によりそ

の意匠登録が無効とされた場合には、意匠権は、その意匠登録が当該事由に

該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。 

権利範囲確認審判（デザイン保護法第 122 条） 

意匠権者・専用実施権者又は利害関係人は、登録意匠の保護範囲を確認する

ために、意匠権の権利範囲確認審判を請求することができる。この場合、複

数意匠登録出願された意匠登録に対しては、各意匠ごとに請求しなければな

らない。 

通常実施権許諾審判（デザイン保護法第 123 条） 

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、第 95 条第 1 項又は第 2 項

に該当する他人の登録意匠又はその登録意匠に類似する意匠について、実

施権の許諾を得ようとする場合に、その他人が正当な理由なく承諾せず、又
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はその他人の許諾を得ることができないときは、登録意匠又は登録意匠に

類似する意匠の実施に必要な範囲で通常実施権許諾の審判を請求すること

ができる。 

デザイン保護法第 95 条： 

第 1 項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠が、そ

の意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似す

る意匠、特許発明若しくは登録実用新案又は登録商標を利用して製造された

物品であるとき、又は意匠権が、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人

の特許権、実用新案権若しくは商標権と抵触するときは、その登録意匠の意

匠権者、特許権者、実用新案権者又は商標権者の許諾を得ることなく、又は

第 123 条に違反して、業としてその登録意匠の実施してはならない。 

第 2 項 当該登録意匠の意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その

登録意匠に類似する意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の

登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案又は

登録商標を利用して製造された物品であるとき、又は当該意匠権の対象と

なる登録意匠に類似する意匠が、その意匠登録出願の日前の出願に係る他

人の特許権、実用新案権若しくは商標権と抵触するときは、その登録意匠の

意匠権者、特許権者、実用新案権者又は商標権者の許諾を得ることなく、又

は第 123 条に違反して、業としてその登録意匠の実施をしてはならない。 

(3) 登録意匠又はこれに類似する意匠の意匠権者、専用実施権者又は通常

実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が、その意匠登録出願の

日前に生じた他人の著作権を利用又は抵触して製造された物品であるとき、

その著作権者の許諾を得ることなく、業としてその登録意匠又はこれに類似

する意匠の実施をしてはならない。 
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2.2 審理 

 

2.3. 在外者の管理人 

2.3.1. 外国に住所を有する出願人の特許管理人（特許法第 5 条、実用新案
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法第 3 条） 

外国に住所を有する出願人（大韓民国に住所又は営業所を有しない者）(以

下、「在外者」 という)に対して審判が請求された場合、審判請求書の写しそ

の他の書類を特許管理人によらないで受けることが困難であり、権利の消滅

などの問題が生じることが多い。したがって、特許法第 5 条に基づき、外国

に住所を有する出願人は、特許管理人（その特許に係る代理人であり、大韓

民国に住所又は営業所を有する者）によって代理されない限り、出願、審判

手続等の特許に関連した手続を開始、又は訴訟を提起してはならない。 

 

2.3.2 在外者の商標管理人又は意匠管理人（商標法第 6 条、デザイン保護

法第 6 条） 

外国に住所を有する出願人（大韓民国に住所又は営業所を有しない者）(以

下、「在外者」 という)に対して審判が請求された場合、審判請求書の写しそ

の他の書類を商標管理人又は意匠管理人によらないで受けることが困難で

あり、権利の消滅などの問題が生じることが多い。したがって、特許法第 5

条に基づき、外国に住所を有する出願人は、商標管理人又は意匠管理人（そ

の商標又は意匠に係る代理人であり、大韓民国に住所又は営業所を有する

者）によって代理されない限り、出願、審判手続等の商標又は意匠に関連し

た手続を開始、又は訴訟を提起してはならない。 

 

2.4 2024 年の主要指標 
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2.5 審判請求の手数料 

審判請求の手数料は、請求書の提出方法によって異なる。 

提出の種類 特許／ 

実用新案 

意匠 商標 

電子／ 

書面 

 

事件ごとに 

150,000 ウォ

ン / 

170,000 ウォ

ン 

意匠ごとに

240,000 ウォ

ン /  

260,000 ウォ

ン 

審判の請求理由に

直接関連する区分

数 X  

240,000 ウォン 

/ 250,000 ウォ

ン 

追加手数料 請求項の数 X 

15,000 ウォン 

なし 1 区分における指

定商品の数が 10

を超える場合、超

過する指定商品ご

とに 2,000 ウォン

の追加手数料が課

される。 

ただし、以下の種類の審判手続においては、審判の請求理由がある請求項、
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意匠、又は商品の区分についてのみ、手数料を算定するものとする： 

特許・実用新案出願の拒絶査定に対する審判； 

拒絶査定不服審判； 

異議申立て； 

無効審判； 

権利範囲確認審判； 

通常実施権許諾審判； 

存続期間延長登録無効審判； 

商標登録取消審判； 

商標存続期間延長登録無効審判； 

商標登録取消審判； 

商品分類登録無効審判。 

審判請求手数料の減額： 

個人（発明者、設計者又は創作をした者が出願人と同一の場合に限る）、自ら

の特許権の範囲確認審判を請求する中小企業（SME）等については、審判請

求手数料の 70％を減額する。 

専門機関については、審判請求手数料の 50％を減額する。 

「法定期間／指定期間」延長手数料： 

初回延長：20,000 ウォン 

2 回目延長：30,000 ウォン 

3 回目延長：60,000 ウォン 

4 回目延長：120,000 ウォン 

5 回目以降の延長：240,000 ウォン 
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3. ユーザーフレンドリーな IPTAB 審判手続 

3.1 遠隔口頭審理 

IPTAB の審判サービスをより便利で利用しやすいものとする取り組みの一

環として、2014 年 4 月に口頭審理用のテレビ会議システムが導入された。

このシステムにより、審判当事者や弁理士は、大田にある IPTAB 本院まで

足を運ぶことなく、韓国特許庁ソウル地域事務局から遠隔で口頭審理に参加

できるようになった。 

ビデオ会議システムは、大田にある IPTAB 本院とソウル地域事務局の審判

廷を専用ネットワークで接続し、利用者が遠隔で口頭審理に参加できるよう

にする。その結果、IPTAB は時間と費用の節約に役立つとして、多くの利用

者や特許実務者から好評を得ている。 

特に、遠隔口頭審理の需要増加に対応するため、IPTAВは、韓国特許庁ソ

ウル地方事務局にビデオ口頭審理のための審判廷を 2 つ追加し、審理施設

を拡充した。 

さらに、2020 年 5 月以降、利用者の時間効率と経済的配慮から、審判官

(APJ) との説明会及び面談においても電話会議及びビデオ会議が利用可

能となった。 

 

3.2 3 トラック審判制度 

IPTAB 審理の迅速性と効率性を高めるため、IPTAB は、2009 年 7 月よ

り 3 トラック審判を実施している。 
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迅速・優先審判では、IPTAB は緊急の審決を要する事件を順番を変えて処

理する。 

1. 迅速審理の対象には、裁判所に係属中の侵害訴訟、不正競争行為調査事

件事件、警察又は検察が受理した事件等が含まれる。 

- 原則、答弁書提出期間から 1 月以内に口頭弁論を実施し、口頭弁論期日か

ら 2 週間以内に審決をする。 

- 一般に、新たな主張及び証拠に対する意見陳述の機会が設けられない場

合、IPTAB は 3 月以内の審決を目標としている。 

2. 優先審判の対象には、裁判所による取り消し事件、審査官による無効審

判の事件等が含まれる。 

- IPTAB は、事件が早期審理（ファストトラック審理）対象となった時点から

4 月以内に審決をすることを目標としているが、実際には、最終意見書が提

出され、審決されるまでには概ね 6 月を要する。  

3. 最後に、通常の審理では、事件は、請求順に審査・審理される。 
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＜迅速審判＞ 

係属中の事件（権利範囲確認審判、無効審判、訂正審判及び特許異議申立）

であって、以下の事件に関連するもの； 知的財産権侵害に関する紛争とし

て裁判所に係属中の事件（侵害差止仮処分請求を含む）、韓国公正取引委員

会から通知がされた不正競争行為調査事件、警察（特別司法警察を含む）又

は検察に受理された事件、又は権利者から警告通知等を受けた当事者が提

起した係属事件（権利範囲確認審判、無効審判及び特許異議申立事件）をい

う。ただし、裁判所等における関連事件の当事者と同一でない当事者による

係属事件については、この限りではない。 

韓国特許法院が無効審判の審決取消訴訟での弁論を終結する前に、登録権

利について権利者が最初に提起した訂正審判、又は無効の新たな証拠（無効

事由を含む）の提出に応答して提起された訂正審判として審理する場合； 特

許出願日（実用新案登録出願日）から 3 年 6 月後、及び審査請求日（特許法
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施行規則第 7 条の 2 及び同法施行規則第 54 条の 5 に基づき出願人が遅

延させた期間を除く）から 2 年 6 月後のいずれか遅い日までにされた拒絶

査定に対する不服申立て； 

＜優先審判＞ 

補正却下の審決に係る事件； 

審決取消訴訟において取り消された事件； 

審査官が無効審判請求を提出した事件； 

過去に拒絶査定不服審判がされた出願について、その出願を取り消す査定

後に提出された拒絶査定不服審判； 

発明（意匠）の名称のみを訂正する訂正審判； 

国家経済上又は戦争遂行上緊急に審理を要する事件（軍需物資の供給等） 

 

3.3 IPTAB 選任代理人 

IPTAB は、公益のため法的支援を提供する制度的枠組みを確立することで、

公平かつ公正な審判の実現に努めている。 

IPTAB は、財政的・人的資源の制約により適切に対応できない可能性のあ

る訴訟当事者向けに、2019 年 7 月より IPTAB 選任代理人制度を開始し

た。本制度では、特定の基準を満たす社会的弱者及び経済的資源に乏しい者

に対し、IPTAB選任代理人とのマッチングを行い、法的支援を無料で提供す

ることを目的としている。 

IPTAB は、要請に応じて、特定の所得基準および下記のその他の資格要件

を満たす団体に対し、無料の知的財産関連法律代理サービスを提供する。対

象には医療給付受給者、障害者、経済的資源に乏しい小規模事業者等が含ま

れる。さらに IPTAB は、IPTAB 選任代理人が割り当てられた者に対し、審
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判費用の免除又は軽減という形で追加救済を認めており、これにより財政的

支援をさらに拡大することが可能となる。 

これまでに、毎年 20 名以上の申請者が法的支援を受けている。これにより

特許制度へのアクセスが促進され、社会的・経済的に不利な立場にあるグル

ープが、知的財産権紛争において公平かつ公正な方法で競争し対応できる

よう支援することが期待されている。 

 

 

4. IPTAB 審決に対する訴訟手続き 

IPTABの審決に不服がある出願人は、韓国の知的財産専門高等裁判所であ

る韓国特許法院に審決取消訴訟を提起することができる。韓国特許法院の



 
 

  

  

 

-54- 

判決に対する上訴は韓国大法院へ提起される。したがって、実務上、IPTAB

は、知的財産事件における第一審裁判所として機能すると解釈できる。 

 

 

5. 追加リソース 

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30300&catmenu=e

k03_07_01  

冊子 

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30300&catmenu=e

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30300&catmenu=ek03_07_01
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k03_07_01 

特許審査基準(2023 年 EN) 

  

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=30300&catmenu=ek03_07_01
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中国における専利復審・無効手続 

 

 

1. 組織情報 

1.1 審判当局の名称 

中国国家知識産権局(CNIPA)専利復審・無効審判部(PRD) 

1.2 ウェブサイトリンク及び公的連絡先 

https://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html 

電話番号： +86-10-62356655 

住所： 

Patent Reexamination and Invalidation Department, 

China National Intellectual Property Administration,  

No.6, Xitucheng Road, Haidian District, Beijing, P.R.China 

所番地 

Patent Reexamination and Invalidation Department, 

Building 2,  

China National Intellectual Property Administration,  

Zhuxinzhuang Middle Road, Changping District, Beijing, 

P.R.China 

 

2. 基本的な手続 

2.1 復審手続の側面 

https://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html
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2.1.1 主要な手続要素 

(1) 目的 

拒絶査定に対しては、予備審査手続及び実体審査手続のいずれにおいても

復審請求を提出することができる。 

(2) 請求人適格： 請求書提出の要件 

拒絶査定を受けた出願人。 

共同出願人がいる場合、全ての出願人が復審請求を提出する必要がある。 

(3) 期間：提出期間及び延長の可能性 
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拒絶査定の通知の受領日から 3 月以内。 

期間は延長できない。ただし、不可抗力により期間が遅延した場合、回復の

請求を行うことができる。 

(4) 手数料 

審査請求の提出にかかる手数料は、1 件ごとに以下の通り： 

発明は 1,000 元、実用新案は 300 元、意匠は 300 元。 

復審請求手数料は、請求人が個人又は法人等の場合、85％減額される。2

人以上の個人又は単位が共同請求人である場合、手数料は 70％減額され

る。 

2.1.2 補正規則 

(1) 可能な補正（種類及び時期） 

請求人は、復審請求書の提出時、復審通知書若しくは口頭審理通知書への応

答時、又は口頭審理への出頭時に、請求項及び明細書等の出願書類を補正

することができる。 

(2) 特別要件：庁固有の規則 

ただし、いかなる補正も、専利法第 33 条（以下「第 33 条」という。）及び専

利法実施細則第 66 条（以下「第 66 条」という。）の要件を満たさなければ

ならない。 

第 33 条の規定に従い、出願人は出願書類を補正することができる。ただし、

発明又は実用新案の専利出願書類の補正は、当初明細書及び請求項に含ま

れる開示の範囲を超えてはならず、意匠の専利出願書類の補正は、当初図面

又は写真に示された開示の範囲を超えてはならない。 

規則第 66 条の規定に基づき、復審請求による出願書類の補正は、拒絶査定

で示された又は合議体が指摘した瑕疵を解消する範囲に限定される。 
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2.1.3 審理範囲 

復審手続においては、通常、合議体は、拒絶査定の根拠となった理由及び証

拠のみを審理する。 

拒絶査定の根拠となった理由及び証拠に加え、合議体が審理の対象となる

出願書類に以下のいずれかの瑕疵があると認めた場合には、当該瑕疵に係

る理由及び証拠を審査することができる： 

1) 専利法実施細則第 11 条（以下「第 11 条」という。）の規定（信義則）に適

合しない。 

2) 他の理由に基づき出願を拒絶するのに十分な瑕疵であって、かつ拒絶前

に出願人に通知された証拠であるもの； 

3) 拒絶査定に示されていないが、拒絶査定に示されたものと同一の性質

を有する瑕疵； 

4) その他の明らかで実質的な瑕疵。 

上記(1)から(4)の場合に加え、拒絶査定に関連して瑕疵が指摘された場合、

合議体は、例えば、査定の根拠となった証拠に基づいて、最も近い先行技術

又は既定の証拠を変更するなど、その使用方法を適切に調整することがで

きる。 

合議体での審理において、合議体は、当業者の技術常識を審理に導入、又は

専門用語辞典、技術手引書又は教科書の技術常識を提供し、証拠を補完する

ことができる。 

 

2.1.4 審理の方式 

(1) 書面審理又は口頭審理 

合議体は、書面審理、口頭審理、又はその両方により審理を行うことができ
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る。 

(2) 口頭審理の実施頻度 

めったにない。 

(3) 遠隔参加の可否 

合議体は、事件の具体的内容に基づき、オンライン又は対面による口頭審理

実施の有無を判断する。審判請求人が受理した無効審判手続における口頭

審理通知書には、審理方式が明記される。オンラインによる口頭審理が指定

された場合、審判請求人は、専利復審・無効審判部のウェブベース審理シス

テムにアクセス、又は地域の知的財産保護センターにてオンライン口頭審理

に参加することができる。 

 

2.1.5 専利復審請求手続のステータス 

専利復審請求手続の終了 

専利復審請求が期間内に応答がないため取り下げとみなされる場合、専利

復審請求の審決前に請求人が専利復審請求を取り下げた場合、又は受理さ

れた専利復審請求が受理要件に適合しないとして却下された場合には、専

利復審請求手続は終了する。 

専利復審請求の停止 

専利復審請求手続の中断とは、専利を出願する権利に関する紛争が発生し

た場合に、当該紛争の当事者の請求に基づき、あるいは専利を出願する権利

に関する紛争が地方知的財産権行政機関又は人民法院に受理された場合、

又は人民法院が専利を出願する権利に対する財産保全措置の採用を命じた

場合に、CNIPA が関連手続を中断する措置を指す。 

再開 
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中断期間の満了後、CNIPA は、職権により関連手続きを再開する。 

 

2.1.6 審決の種類：想定される結論 

復審請求に対する審決には、以下の 3 種類がある： 

(1) 復審請求が認容されず、拒絶査定を維持する； 

(2) 復審請求が認容され、拒絶査定を取り消す； 

上記(2)には、以下の状況が含まれる： 

(i) 拒絶査定において法令の規定を誤って適用した場合； 

(ii) 拒絶理由に必要な証拠の裏付けが欠けている場合； 

(iii) 審査手続きにおいて法定手続が遵守されなかった場合；および 

(iv) 拒絶理由が成立し得ないその他の事情がある場合。 

(3) 出願書類が補正され、拒絶査定で示された瑕疵が解消された場合、補

正後の内容に基づき拒絶査定を取り消す。 

 

2.2 無効化手続きの以下の側面 
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2.2.1 主要な手続き要素 

(1) 最小請求単位：単一クレーム対特許全体 

単一クレーム。専利は、一部又は全部無効と宣言される可能性がある。 

(2) 請求人適格： 請求書提出の条件 

専利権の付与が専利法の関連規定に従っていないと考える法人又は個人。 

ただし、請求人が次のいずれかに該当するときは、無効宣告請求は受理され

ない： 
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1) 請求人は、民事訴訟を提起する資格を有しないとき； 

2) 意匠専利が無効である旨の請求が、当該意匠専利の出願の日前に取得

された他人の正当な権利と抵触することを理由として提出された場合にお

いて、請求人が自らを最先の権利者又は利害関係人であることを証明でき

ないとき。 

ここで、利害関係人とは、関連する法的規定に基づき、人民法院に訴訟を提

起する権利を有する者、又は先願の権利侵害に関する紛争について所轄行

政機関に処理を請求する権利を有する者を指す； 

3) 専利権者が自らの専利権の無効を請求し、専利権全体を無効とする請求

を行うとき、提出された証拠が公知資料でないとき、又は当該専利権の全専

利権者が無効宣告請求に共同で参加していないとき； 

4) 全ての専利権者が共通の専利権の無効宣告請求をするときを除いて、

複数の請求人が共同で無効宣告請求を提出するとき。 

(3) 期間 

中国国家知識産権局による専利権付与告知の日から起算する。 

(4) 手数料 

無効宣告請求の手数料は事件ごとに徴収される：発明専利は 3,000 元、実

用新案は 1,500 元、意匠は 1,500 元。 

(5) 無効宣告請求の理由 

無効宣告請求の理由は、専利が専利法第 2 条、第 19 条第 1 項、第 22 条、

第 23 条、第 26 条第 3 項、 第 26 条第 4 項、第 27 条第 2 項、第 33 条、

若しくは専利法実施細則第 11 条、第 23 条第 2 項、第 49 条第 1 項に適合

しない場合、専利法第 5 条、第 25 条に該当する場合、又は出願人が専利法

第 9 条に基づき専利を受ける権利を有しない場合に関するものをいう。 
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2.2.2 補正規則 

(1) 請求理由の追加可否（及び時期） 

無効の理由及び証拠は、請求書の提出後 1 月以内に追加することができる。 

(2) 可能な請求項の補正 

発明特許又は実用新案の専利書類に対する補正は、請求項に限定され、かつ

以下の原則に従わなければならない： 

1) 請求項の主題の名称を変更してはならない； 

2) 保護範囲を専利権付与時の範囲を超えて拡大してはならない； 

3) 当初明細書及び請求項に含まれる開示の範囲を超えてはならない； 

4) 専利権付与時の請求項に含まれていない技術的特徴の追加は、原則とし

て認められない。 

補正の具体的な方法としては、通常、請求項の削除、技術的解決策の削除、

請求項の減縮、明らかな誤記の訂正に限定される。 

意匠の専利文書は補正できない。 

(3) 特別要件 

無効宣告の請求について審決がされる前に、専利権者は、請求項を削除、又

は請求項に含まれる技術的解決策を削除することができる。 

専利権者は、応答期間内に、以下のいずれかの状況においてのみ、削除以外

の方法による請求項の補正を行うことができる： 

1) 無効宣告請求に対してするとき； 

2) 審判請求人が追加した無効理由又は証拠に対してするとき； 

3) 審判請求人が言及していないが合議体によって導入された無効理由又

は証拠に対してするとき。 
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2.2.3 審理範囲 

無効審判手続においては、合議体は、通常、審判請求人が請求した範囲に従

い、かつ当事者が提出した理由及び証拠に基づいてのみ審理し、専利の有効

性について包括的な審理を行う義務を負わない。 

合議体は、次のいずれかに該当するときは、職権で審理を行うことができる： 

1) 専利権の取得が明らかに信義則に反する場合において、合議体が規則第

11 条に基づく無効理由を導入することができるとき； 

2) 審判請求人が主張した理由が提出された証拠と明らかにそぐわない場

合において、合議体が審判請求人に対し関連規定の趣旨を説明し、適切な理

由への変更を認め、又は職権で変更することができるとき； 

3）専利が専利保護の対象から明らかに除外される事項に該当する瑕疵を有

し、かつ当該瑕疵が請求人によって指摘されていない場合において、合議体

が対応する理由を無効宣告請求に導入し、これに関する審理を行うことがで

きるとき； 

4) 請求人が主張した理由に基づき審理を継続することができないような、

請求人が指摘していない瑕疵が専利に認められる場合において、合議体が

職権で当該瑕疵に対応する理由を無効理由に追加し、その理由に基づいて

審理を行うことができるとき； 

5) 引用関係にある複数の請求項のうち一部の請求項について、請求人が

無効宣告請求をし、他の請求項については同一の理由による無効宣告請求

をしない場合において、合議体が当該理由を導入しないときには審理結果

が不合理となる場合に、合議体が職権で当該理由を導入し、他の請求項につ

いてこれに基づく審理をすることができるとき； 

6) 引用関係にある複数の請求項のうち一部の請求項について、何らかの瑕
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疵があることを理由に請求人が無効宣告請求をし、他の請求項については

同様の性質の瑕疵があることを示さない場合において、合議体が審決に当

該瑕疵に対応する無効理由を導入し、他の請求項についてもその点につい

て審査することができるとき； 

7) 専利が第 33 条又は規則第 49 条第 1 項に適合しないことを理由に請

求人が無効宣告請求をし、補正が当初明細書等の開示の範囲を超えている

事実について具体的な分析及び記載をしたが、当初明細書等の出願書類を

提出しなかった場合において、合議体が当該専利の当初明細書等を証拠と

して導入することができるとき； 

合議体は、技術手段が当該分野の技術常識に属するか否かについて職権で

判断し、専門用語辞典、技術手引書、教科書の技術常識の証拠を職権で審理

に導入することができる。 

 

2.2.4 審理の方式 

(1) 書面審理又は口頭審理 

合議体は、書面審理、口頭審理、又はその両方により審理を行うことができ

る。 

(2) 口頭審理の実施頻度 

無効審判事件の大半において口頭審理が実施される。 

(3) 遠隔参加の可否 

合議体は、事件の具体的内容に基づき、口頭審理をオンライン又は対面のい

ずれで実施するかを判断する。当事者が受領する無効宣告請求手続におけ

る口頭審理通知には、審理方式が明記される。オンライン口頭審理が指定さ

れた場合、当事者は、専利復審・無効審判部のウェブベース審理システムにア
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クセス、又は最寄りの知的財産保護センターにてオンライン口頭審理に参加

することができる。 

2.2.5 手続のステータス： 審理の終了、中断、又は再開の条件 

審理の終了 

以下に該当するときは、無効宣告手続は終了する： 

(1) 合議体が審決をする前に、無効宣告請求人が無効宣告請求を取り下げ

たとき； 

(2) 無効宣告請求人が、所定の期間内に口頭審理通知に対し応答をせず、

かつ口頭審理に出頭しなかったため、無効宣告請求が取り下げられたものと

みなされたとき；及び 

(3) 受理された無効宣告請求が、受理要件に適合しないことが判明し、これ

により却下されたとき。 

ただし、(1)から(2)までの場合を除き、合議体は、完了した審理に基づき、

専利を全部又は一部無効とする審決が可能であると判断する。 

審理の中断 

無効宣告手続の中断とは、専利権の帰属に関する紛争が地方知的財産権行

政機関又は人民法院に受理された場合、又は人民法院が専利権の財産保全

措置の採用を命じた場合において、権利帰属紛争の当事者の請求に基づき、

又は人民法院の要請に基づき、CNIPA が関連手続を中断する措置を指す。 

審理の再開 

中断期間の満了後、CNIPA は、職権により関連手続きを再開するものとす

る。 

 

2.2.6 無効宣告の審決の種類 
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無効宣告の審決には、次の三種類がある： 

(1) 専利権を全部無効とする審決； 

(2) 専利権を一部無効とする審決； 

(3) 専利権の有効を認容する審決。 

 

2.2.7 無効の法的効果：遡及効（「権利は初めから存在しなかったものとみ

なされる」）又は将来効 

遡及的。無効と宣言された専利権は、最初から存在しなかったものとみなさ

れる。 

 

3. その後の司法手続き 

3.1 審決に対する司法上の訴えが認められるか 

認められる。 

第 41 条によれば、専利出願人が CNIPA の復審の審決を受け入れない場

合、当該出願人は、通知の受領日から 3 月以内に人民法院に訴訟を提起す

ることができる。 

第 46 条によれば、専利権を無効、又は維持とする CNIPA の審決を、当事

者が不服とする場合、審決通知の受領の日から 3 月以内に人民法院に訴訟

を提起することができる。 

3.2 管轄裁判所 

第一審は北京市知的財産権裁判所が管轄し、第二審は最高人民法院知的財

産権法廷が管轄する。 

 

4. ユーザーフレンドリーな施策 
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4.1 多様な書類提出手続き 

4.1.1 提出チャネル：電子システムと紙ベースシステム 

復審請求及び無効宣告請求は、電子システム又は紙ベースシステムのいずれ

かで提出可能。 

4.1.2 オンライン・ポータル：電子出願プラットフォームへのリンク 

https://cponline.cnipa.gov.cn 

請求人及び専利権者は、専利サービスシステムにログインし、「復審・無効宣

告電子請求モジュール」を利用して書類を提出できる。 

4.1.3 必要書類 

復審請求には「復審請求書」の提出が必要。 

無効宣告請求には「無効宣告請求書」の提出が必要。無効宣告請求人が無効

宣告手続中に専利代理人を選任する場合、「無効宣告手続委任状」原本を提

出しなければならない。 

4.2 優先審理手続 

専利優先審査（審理）管理弁法(2017 CNIPA Order No.76, 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2017/7/11/art_99_28206.ht

ml) における専利復審及び無効宣告に関する規定。 

以下のいずれかに該当する復審事件については、優先審理を請求すること

ができる： 

(1) 省エネ・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新エネ

ルギー、新材料、新エネルギー自動車、スマート製造などの国家重点発展産

業に関わるもの； 

(2) 省・市の人民政府が地区レベルで重点的に奨励する産業に関わるもの； 

(3) インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなど技術又は

https://cponline.cnipa.gov.cn/
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製品更新が急速に進む分野に属するもの； 

(4) 復審請求人が発明・創作を実施する事業の準備をしている、既にその発

明・創作を実施する事業をしている、又は他人が当該発明・創作を実施する

事業をしていることを証明する証拠があるとき； 

(5)同一の主題について中国で最初に専利出願され、その後他国・地域に出

願されたもの； 

(6)その他、国利又は公益にとって極めて重要であり、優先審理を必要とす

る事件； 

以下のいずれかの事情に該当する無効宣告事件においては、優先審理の請

求をすることができる： 

(1) 無効宣告事件の対象となる特許に起因する侵害紛争において、当事者

が地方知識産権局への処理の依頼、人民法院への訴訟提起、又は仲裁調停

機関への仲裁調停の申立てを行ったとき； 

(2) 無効宣告事件の対象となる特許が国益又は公益にとって極めて重要で

あるとき。 

専利復審事件における優先審理の請求は、すべての請求人の同意を得なけ

ればならない。無効宣告事件における優先審理の請求は、無効宣告請求する

者又はすべての専利権者の同意を得なければならない。 

専利権侵害紛争を処理し審理する地方知識産権局、人民法院又は仲裁調停

機関は、無効宣告事件について優先審理を請求することができる。 

復審及び無効宣告事件の優先審理件数は、各専門技術分野の審査能力、前

年度の専利権付与件数及び当年度の係属事件数に基づき、CNIPA が判断

する。 

CNIPA が優先審理に同意した場合、同意の日から以下の期間内に事件を終
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了させるものとする： 

(1) 専利復審事件は 7 月以内に終了させる； 

(2) 発明及び実用新案の無効宣告事件は 5 月以内、意匠の無効宣告事件は

4 月以内に終了させる。 

 

4.3 多角的審査メカニズム 

当事者の利便性向上のため、復審・無効審理部は出張審理、巡回審理、遠隔

審理、及び侵害確認事件との併合審理など、複数の審判方式を確立し、より

便利で効率的なサービスを提供している。復審・無効審理部は、20 の標準審

判廷及び対面審理及び遠隔審理の要件を満たす 5 つの遠隔審判廷を設置し、

中国国内に 11 の巡回審判廷を設置している。 

 

4.4 外部研修・サービス 

復審・無効審理部は、「復審・無効宣告事件年間トップ 10」を発行し、「イノベ

ーション主体交流会議」を毎年開催し、法律の適用を解釈し、審査基準及び概

念を伝達している。復審・無効審理部は、中国輸出入商品交易会（広州交易

会）、中国国際サプライチェーン促進博覧会(CISCE)、中国国際サービス貿

易交易会(CIFTIS)などの関連展示会の知的財産保護を支援し、専利侵害

紛争の処理や知的財産コンサルティングサービスを提供している。 

 

4.5 外国人当事者への通知 

中国に居所又は営業所を有しない外国企業その他の外国機関は、復審及び

無効宣告事件の処理について、法律に基づき任命された専利代理人に委任

しなければならない。 
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4.6 情報開示及びリソースリンク 

復審・無効審理部は、審決、口頭審理の告知、及び典型的な事件を公式ウェ

ブサイトで定期的に公開し、利用者が関連情報を適時に入手できるよう支援

している。 

https://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html 

⚫ 知的財産に関する行政事務サービス項目手引き（第 2 版） 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/6/3/art_2644_193601.

html 

⚫ 当事者向け説明書 

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/14/art_2644_17653

7.html  

https://www.cnipa.gov.cn/col/col2632/index.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/6/3/art_2644_193601.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/6/3/art_2644_193601.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/14/art_2644_176537.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/14/art_2644_176537.html
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米国特許商標庁 (USPTO) 特許審判部 (PTAB)の手続

についての簡単な紹介 

 

1. 米国特許商標庁 (USPTO) 特許審判部 (PTAB)についての紹介 

1.1 ウェブサイト 

https://www.uspto.gov/patents/ptab 

 

1.2 審判官(35 U.S.C. § 6) 

1.2.1 法令上の審判官 

特許商標庁長官、特許商標庁副長官、特許局長、商標局長、特許審判官(APJ) 

 

1.2.2 特許審判官(APJ) 

(1) 商務長官による任命 

(2) 法的および技術的な訓練の両方を有することが必要であり、すなわち

弁理士であることが必須であるが、審査官としての経験は不要。 

 

1.3 3 人の審判官からなる合議体による最終書面決定（審決） 

(1) 審判官は通常、技術分野に応じて案件を割り当てられるが、必ずしもそ

うとは限らない。 

(2) 各合議体審判官の意見は同等の重み付けがされる。 

 

2. 査定系審判 

2.1 ウェブサイト 
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https://www.uspto.gov/patents/ptab/appeals 

 

2.2 概要 

(1) 再審査における特許出願人及び特許権者は、審判を請求することがで

きる。 

(2) 審判請求人は、口頭弁論を請求することができる。 

(3) 審判請求人は、審判手続中に補正を求めることはできない。 

(4) PTAB は、審査官の判断に誤りがないか審理する。 

Ex parte NANCY C. FRYE, 2009-006013 (2010 年 2 月 26 日

審決)。審決は、特許性の判断ではなく、また審理後は、事件が審査官に差

し戻され得る。 

 

2.3 請求提出プロセス 

電子特許出願管理システム(Patent Center) 

 

2.4 マニュアル及びリソースリンク 

(1) 35 U.S.C. § 134 

(2) 37 C.F.R. §§ 41.1–41.208 

(3) MPEP Chapter 1200 

(4) 査定系審判簡易テンプレート 

 

2.5 請求提出プロセス 

特許審判事件追跡システム(P-TACTS) 

 

https://www.uspto.gov/patents/ptab/appeals
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3. その後の司法手続き 

3.1 合議体による再審理の請求 

3.2 司法的再審理の請求 

 

4. 追加リソース 

4.1 PTAB 先例審決及び参考審決 

4.2 リーガル・エクスペリエンス・アドバンスメント・プログラム (LEAP) 

4.3 PTAB インベンター・アワー・シリーズ 

 


